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みなさんこんにちは、ニュースレ
ターをお読みいただきありがとうご
ざいます。2020年4月2日から赤松行
政書士事務所を開業しました、行政
書士の赤松靖と申します。どうぞよ
ろしくお願い申し上げます。

簡単に自己紹介をさせていただきます。昭和63年生まれの31歳、妻と4
歳の長女、2歳の次女、1歳の長男の、いつも賑やかな5人家族です。
「日々一生懸命」を信念に、悔いの残らない選択をするあまり、様々な職
歴を経験してきました。そのおかげでたくさんの人と出会うことができ、
たくさんの経験をさせていただきました。行政書士として、ファイナン
シャルプランナーとして、これから活かしていきたいと思っています。
開業したばかりではありますが、「困ったときは赤松さん」と思ってい

ただけるよう、日々努力していきます。
さて、新型コロナウイルスの感染拡大により、地球規模で大混乱となっ

ております。日本でも若い年齢層の感染が次々に確認され、収束の目途は
立ちません。むつ市・下北では4月2日現在、まだ感染は確認されておりま
せんが油断は禁物です。
感染拡大の影響がいつまで続くのか先が見えない状況で、コロナ破綻す

る会社も全国では見え始め、経営危機に直面している会社も増加してきて
います。
開業間もない私ですが、行政書士として何かできることはないかと考え、

日々公表される様々な支援策を精査しております。
当事務所でも資金調達についてのお手伝いをしておりますので、コロナ

ウイルス関連の資金調達についてご不明な点がございましたら、お気軽に
ご相談ください。
開業一発目のニュースレターがこのようなニュースで始まり、不安な思

いではありますが、こんな時こそ助け合って、だれも不幸になることなく
乗り越えていければと強く思います。



赤松行政書士事務所 ・ 家計のみかたFP事務所
〒035-0051 青森県むつ市新町8-22 2階

若さと機動力を活
かし、ご依頼に対
して、最短で手続
きをいたします。

迅速な対応

手続きの経過を随
時報告し、ご依頼
者様との信頼構築

に尽くします。

丁寧な対応
お気軽に質問頂け
る雰囲気作りを心
がけ、わかりやす
い言葉を使うように
しております。

親身な対応

どんなことでもお問い合わせください。行政書士業務でない場合でも、最適な専門家をご

紹介いたしますので、安心してご相談いただけます。

出典：経済産業省「新型コ
ロナウイルス感染症で資
金繰りにご不安を感じてい
る事業者の皆様へ」

新型コロナウイルス感染症で影響を受けている事業者
を対象に、日本政策金融公庫や商工中金の新型コロナ

感染症特別貸付、
信用保証協会の
セーフティネッ
ト保証・危機関
連保証で、資金
繰りの支援を
行っています。
商工会議所、庁
舎、金融機関等
で相談できます。

営業時間 9：00～18：00（時間外対応可能）

定休日 日曜日・祝日（休日対応可能）

TEL 0175-34-0725

FAX 0175-34-0726

携帯 090-2955-0457
むつ郵便局から田名部
工高方面へ約100ｍ

主な取扱業務
○遺産分割協議書作成、
相続手続き

○遺言書作成支援
○建設業許可申請、更新申請
○決算等届出、経営事項審査
○建設キャリアアップシステム
○事業設立、会計帳簿作成代行
○農地に関する許可申請・届出
○その他許認可申請手続き など


